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2017-001 事件
競技者氏名： X

競技種目 ： 水泳競技

標記事件につき、日本アンチ
き、下記の ように決定する。

聴聞パネル決定

平成30年1月17日
日本アンチ・ドー ピング規律パネル

副委員長宍戸 一樹

三

日本アンチ・ドー ピング規程（以下「本規程」という。） 8.3.2 項に従って日本アンチ・ドー ヒ°

ング規律パネル委員長により任命された以下の各委員により構成される標記事件の J應聞パネルは、
平成30年1月10日に開催された聴聞会 （以下「本聴聞会」という。）の結果に基づき、本事件に
関して、下記のとおり決定する。

記
〔決定〕
本規程2.1項の違反が認められる。

平成30年1月17日

宍戸 一樹；三二虹

浅見俊雄？し星をも厄五

村山 正博刃 4五唐

本規程9条及び同10.8項に従い、検体採取の日から暫定的資格停止期間の 開始日までに獲得
された競技者のすべて の個人成績（第93回日本学生選手権水泳競技大会における競技成績を

含砂。）はいずれも失効し、かつ、上記期間において 獲得されたメダル、得点、及び褒賞はい
ずれも剥奪される。
本規程10.2.2項、同10.5.1.1項及び同10.11.3.1項に従い、平成29年9月21日より 7ヶ月間
の資格停止とする。



〔理 由〕

平成29年9月 1 日に実施された競技会検査において競技者から検出された物質1,3ージメチル

ブチルアミン(1,3-dimethylbutylamine)は、201 7年禁止表国際基準（以下 「禁止表」という。）

における 「 S6興奮薬」 において禁止物質とされているため、 本規程2.1項に定める「禁止物

質」 に該当する。 競技者は、 その後B検体についての分析を要求したが、 平成29年10月1 8 

日付で株式会社LSIメディエンスから提出された報告書(TestReport)によれば、上記の当初

検出結果を追認するものであったことが認められる。 なお、 競技者は、 本聰聞会（暫定聴聞

会を含む） において、 上記の結果及びそこに至る手続過程に関しても最終的には争わなかっ

た。

そこで、本件においては、競技者について本規程2.1項（競技者の検体に、禁止物質又はその

代謝物若しくはマ ー カ ーが存在すること）の違反が認められ、同9条及び同10.8項に某づき、

検体採取の日から暫定的資格停止期間の開始日までに獲得された競技者のすべての個人成綾

（第93回日本学生選手権水泳競技大会における競技成績を含む。 なお、当該競技大会を 「本

件競技大会」といい、本件競技大会において検体が陽性となった競技会を以下 「本件競技会」 

という。）はいずれも失効し、かつ、上記期間において獲得されたメダル、得点、及び褒賞（も

しあれば） はいずれも剥奪されると考えるのが相当である。

また、 上記検出物質は 「禁止物質」に該るものである一方で、 禁止表における 「特定物質」 

でもあるところ、 公益財団法人日本アンチ・ ドー ヒ°
ング機構（以下 「JADA」 という。）担当

者、 競技者本人及び競技者が所属するA大学体育会水泳部のY監督の各証言、 競技者から提

出された平成29年12 月27日付陳述書及びY監督名義にかかる同日付陳述書その他競技者か

ら提出された各証拠書類、 JADA から提出された各証拠書類（ド ー ピング ・コントロ ー ル・

フォ ー ム等）並びに本聴聞会の全趣旨によれば、以下の各事実が認められる。

 ( 1 )  今回検出された 1,3— ジメチルブチルアミンは、 「ANAVITE」 なる名称で販売されてい

たガスパリニュ ートリション(Gaspari Nutrition)社製サプリメント（以下 「本件サプリ

メント」 という。） に含有されており、 競技者の体内から上記物質が検出されたの

は、 競 技者が寮生活による食生活の偏りに起因するビタミン不足の解消を目的として

本件サ プリメントを使用していたことによるものである。 この点、 JADAは、 競技者に

よる本件サプリメントの使用が本規程10.2.3項 における意味での「意図的」であった旨

の主張・立証は行っておらず、 実際にもかかる事実は認められない。

(2) この点、 競技者によれば、 本件サプリメントは、 競技者が平成29年5月上旬にオンラ

インショッピングサイトであるAmazonを通じて購入したものであり、 同月下旬ないし

6月ころからその使用を開始し、 その後も日常的に使用を継続していたというものであ

るところ、 本規程10.4項の解説においても明示されているように、 「競技者は自らが摂

取する物に関して責任を負う（本規程2.1 .1項） とともに、 サプリメントの汚染の可能

性に関しては競技者に対して既に注意喚起がなされている」 のであり、 「ビタミンや栄

養補助食品の誤った表記や汚染が原因となって検査結果が陽性になった場合」において

は競技者に過誤又は過失が全くなかったとは言えないのであって、本件の競技者につい

ても同様に、本件の競技者が使用していたサプリメントのラベル上は禁止物質の存在を

窺わせるような記載がなかったとか、たとえ本件の競技者が使用していたサプリメント

2






